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議事日程（開会日） 令和７年９月１日 午前９時開会 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

 日程第 ２ 会期の決定について 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告について 

 日程第 ５ 議案第３８号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２

号）について 

 日程第 ６ 議案第３９号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）について 

 日程第 ７ 議案第４０号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について 

 日程第 ８ 議案第４１号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予

算（第１号）について 

 日程第 ９ 議案第４２号 木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 日程第１０ 議案第４３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第１１ 議案第４４号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認

定について 

日程第１２ 議案第４５号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳

出決算認定について 

 日程第１３ 議案第４６号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について 

 日程第１４ 議案第４７号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について 

 日程第１５ 議案第４８号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

 日程第１６ 議案第４９号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計決算認定

について 

 日程第１７ 議案第５０号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定に

ついて 

 日程第１８ 議案第５１号 損害賠償の額を定めることについて 

 日程第１９ 議案第５２号 木曽岬町体育館屋根及び外壁等改修工事契約について 

 日程第２０ 報告第 ５号 令和６年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 
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 日程第２１ 同意第 ３号 木曽岬町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて 

 日程第２２ 同意第 ４号 木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

日程第２３ 請願第 １号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の

拡充を求める請願書 

 日程第２４ 請願第 ２号 教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行および教職員

定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

 日程第２５ 請願第 ３号 防災対策の充実を求める請願書 

 日程第２６ 請願第 ４号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席議員（８名） 

     １番  黒 宮 武 史       ２番  波多野 光 雄 

     ３番  後 藤 紀 子       ５番  古 村   護 

     ６番  鎌 田 鷹 介       ７番  加 藤 眞 人 

     ８番  服 部 芙二夫       ９番  伊 藤 好 博 

欠席議員（０名） 

議場出席説明者 

町 長 三 輪 一 雅 副 町 長 森  清 秀 

教 育 長 伊 藤 芳 彦 総 務 政 策 課 長 小 島 裕 紹 

危 機 管 理 課 長 坂 倉 丈 夫 会 計 管 理 者 神野美紀恵 

産 業 課 長 中 山 重 徳 建 設 課 長 中 里 満 博 

住 民 課 長 伊 藤 正 典 税 務 課 長 服 部 直 子 

教 育 課 長 村 上  強 福 祉 課 長 黒 田 和 弘 

子ども・健康課長 佐 藤 信 恵 ふれあいの里所長 松 本  大 

代 表 監 査 委 員 深 津 和 男 

事務局出席職員 

事 務 局 長 伊 藤 雅 人   議会事務局   鈴 木 琴 音 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開会   

○議長（服部芙二夫議員） 皆様おはようございます。 

本日、令和７年第３回木曽岬町議会定例会が招集されましたところ、議員各位には、諸

般何かとご多用の中、ご出席賜り厚く御礼申し上げます。 
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また、三輪町長はじめ執行部の皆様にもご出席いただきありがとうございます。 

今期定例会に提出されます議案は、令和６年度一般会計及び特別会計の決算認定のほ

か、令和７年度の各会計補正予算並びに、条例の改正案など、いずれも重要な案件でござ

います。 

議案の提案理由につきましては、後ほど三輪町長から説明がなされると存じますので、

議員の皆様方におかれましては、住民の負託にこたえるべく、十分なご審議を尽くしてい

ただきますよう、お願い申し上げます。 

また、議会運営には格段のご理解とご協力を賜りますことをお願い申し上げまして、開

会の挨拶といたします。 

ただいまの出席議員数は、８名です。 

よって、定足数に達しておりますので、会議は成立します。 

それでは、ただ今より令和７年第３回木曽岬町議会定例会を開会いたします。 

直ちに、本日の本会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元の資料の通りです。 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（服部芙二夫議員） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、６番議席、鎌田

鷹介議員、９番議席、伊藤好博議員を指名します。 

日程第２ 会期の決定について 

○議長（服部芙二夫議員） 次に日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

今期定例会を開催するにあたりまして、去る８月２２日に議会運営委員会が開かれまし

たので、その結果を議会運営委員長より報告をお願いします。 

○７番（加藤眞人議員） 議長、７番。 

○議長（服部芙二夫議員） ７番議席、加藤眞人委員長。 

○７番（加藤眞人議員） 皆様おはようございます。 

議会運営委員会のご報告をさせていただきます。 

去る８月２２日午前９時から議会運営委員会を開催し、委員４名全員の出席をいただく

とともに、地方自治法に基づき、議長の出席を求め、執行部から町長、副町長及び担当課

長の出席のもとに、令和７年第３回木曽岬町議会定例会における日程及び付議事件等につ

いて協議いたしましたので、その審査経過と結果をご報告します。 

委員会では、まず三輪町長から今期定例会に向けての挨拶と、提出される議案の大綱に

ついて説明を受け、次に、担当課長からその議案の概要説明を受けて審査に入りました。 

説明を受けました議案の内容は、割愛させていただきますが、本定例会初日の提出議案

は、令和７年度町一般会計、特別会計の補正予算案４件、条例の改正案２件、令和６年度

町一般会計、特別会計及び企業会計の決算認定案７件、報告案１件、同意案２件、損害賠
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償額案１件、工事契約案１件、請願案４件、合わせて２２件です。 

これらの議案について、十分に内容を審査した結果、いずれも重要な案件であることを

本委員会は認識し、すべてを今期定例会で審議する議案として承認しました。 

次に、本定例会の会期日程についての審査では、先ほど申し上げました審議議案の状況

及び委員会での審査日程などを考慮し、会期は本日１日から１６日までの１６日間とし、

十分なご審議を尽くしていただくことで承認いたしました。 

次に、本定例会の議事日程ですが、本日の日程はこの後、議長による諸般の報告並びに

三輪町長から行政報告を行っていただくこととしております。 

この行政報告が終わりました後に、議件名を省略させていただきますが、まず議案第３

８号から、議案第５２号までの１５議案を一括上程していただき、三輪町長に提案理由の

説明を求め、このたびは、決算承認議案がありましたので、代表監査委員からの決算審査

報告を行っていただきます。 

なお、上程議案は委員会への付託を予定しておりますので、上程議案に対する大綱的な

総括質疑を行い、所管するそれぞれの常任委員会に審査を付託していただきます。 

次に、報告第５号を上程し、町長から提案理由説明を行っていただき、その後担当課長

から詳細説明をしていただきます。 

次に、同意第３号及び同意第４号を個別に上程し、それぞれ町長から提案理由の説明

と、担当課長の詳細説明を受けた後、質疑を行っていただき、その後、この議案は人事案

件ですので、討論を省略し直ちに採決を行っていただくこととしています。 

次に、請願第１号から請願第４号までの、請願書４件を審議していただきます。 

このたびの請願書は委員会付託を行わず、本会議で審査をしていただくこととし、上程

後に紹介議員から趣旨説明を受け、質疑、討論、採決を行っていただきます。 

以上で、令和７年第３回定例会の初日は散会とさせていただきます。 

なお、議案説明会を本日定例会散会後に第１委員会室にて行い、説明の時間が不足する

場合は、９月２日午前９時から引き続き行うことといたしておりますので、報告させてい

ただきます。 

また、各常任委員会の日程は、すでに配付しました日程のとおり、教育民生常任委員会

は９月４日午前９時から、総務建設常任委員会は９月８日午前９時から、開催していただ

くこととします。 

次に、定例会の再開日は、９月１０日午前９時から再開し、最初に一般質問を行ってい

ただきます。 

一般質問の通告は、４名の方が通告されており、それぞれ受け付け順に質問し、答弁を

いただくこととしましたので、よろしくお願いします。 

なお、発言は、町の議会関係例規に基づいて行っていただきます。 

この一般質問を終えたのち、議案第３８号から議案第５２号までの１５議案を一括上程
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し、各常任委員会での付託議案の審査経過と結果に関する委員長報告を行っていただきま

して、その後に、それぞれの報告に対する質疑を行っていただきます。 

次に、報告第５号を上程し、質疑を行っていただき議会への報告は終了といたします。 

以上をもって本会議は、散会とさせていただきます。 

なお、本会議終了後に、議場にて議案質疑会を予定しております。 

次に、定例会最終日は９月１６日午前９時から再開し、議案第３８号から議案第５２号

までの１５議案を一括上程し討論を行っていただきます。 

なお、議案に対する討論は、一括討論とさせていただきますが、修正議案が提出された

議案は個別討論とさせていただき、議案採決については、それぞれ１議案ごとに行ってい

ただきます。 

次に、初日に提案される請願４件が採択された時には、ここで発議案として、意見書の

提出について、審議をいただく予定でおります。 

以上の審議の終了をもって、閉会宣言をしていただき、令和７年第３回木曽岬町議会定

例会は閉会とされます。 

また、常任委員会ごとに、所管事項全般について、幹部職員との意見交換の時間を設け

ていただくことで、ご了解をいただきましたことを合わせてご報告申し上げます。 

以上で、議会運営委員会の報告とさせていただきます。 

令和７年９月１日、議会運営委委員会、委員長、加藤眞人。 

○議長（服部芙二夫議員） ありがとうございました。 

 議会運営委員の皆様、当日の審査ご苦労様でした。 

 ここで皆様にお諮りします。 

 ただいま議会運営委員長より、今期定例会の会期は本日９月１日から９月１６日までの

１６日間とする旨の報告がございました。よって、今期定例会の日程は、委員長の報告の

とおり、本日から９月１６日までの１６日間としたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） 異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日か

ら９月１６日までの１６日間と決定しました。 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（服部芙二夫議員） 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 まずはじめに、三重県町村議会議長会に関する報告でございます。全国町村議会議長、

副議長研修会が５月２７日に東京で開催され、広域災害対応を含めた自治体の災害対応力

強化に不可欠な防災ＤＸ、災害と議会議員の役割などについて研修を受けました。 

また、７月１８日には理事会が開催され、定期総会関連事項などを議決し、８月２６日

に開催された三重県町村議会議長会定期総会では、会議の報告及び国・県への要望提出議
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題などの議決がなされ、同日開催の県関連部局長との意見交換会に参加し、意見交換を行っ

て参りました。 

次に、桑名広域清掃事業組合議会議員としては、第２回臨時会が５月２６日に開催され、

組合議会の副議長の選挙に関する議題の議決がなされ、副議長に選出されました。 

８月１日には定例会が開催され、令和６年度の決算認定が議決されました。 

また、８月１９日には、ＲＤＦ施設跡地で安全祈願が行われ、出席して参りました。 

その他に、６月５日には柿安シティホールで桑名地域生活安全協会通常総会が開催され、

木曽岬町議会を代表し祝辞を述べさせていただきました。 

以上で諸般の報告を終わります。 

日程第４ 行政報告について 

○議長（服部芙二夫議員） 次に、日程第４、行政報告についてを議題といたします。 

三輪町長より行政報告をお願いします。 

○町長（三輪一雅町長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長。 

○町長（三輪一雅町長） 皆様、改めましておはようございます。  

議員の皆様には、公私何かとご多用のところ、本定例会にご出席を賜り、誠にありがとう

ございます。 

令和７年第３回木曽岬町議会定例会の開会に先立ちまして、一言ご報告をさせていただ

きます。 

先月８月に、三重県議会議員として８期３０年もの長きにわたり議員を務められた三谷

哲央さんがお亡くなりになられました。三谷哲央さんは、三重県、そして地元木曽岬町の

ために、党派を超えてご尽力をなされました。心から哀悼の意を表するとともに、ご冥福

をお祈りいたします。 

それでは６月に開かれました、第２回定例会以降の行政報告をさせていただきます。 

まず、予算をお認めいただいた私の公約でありました、こども園におけるオムツの無償化

については、準備が整ってきたことから、今月よりスタートをいたします。保護者の皆様の

利便性と、保育士の負担軽減に繋がるものと考えています。 

また、防犯対策補助金については７月から受付を開始しているところです。防犯カメラな

どの様々な防犯グッズ購入に活用をいただけるものですので、ご家庭の防犯対策にぜひ生

かしていただきたいと考えております。 

６月１０日にはチョコザップ誘致に関する取材申し込みがあったことから、ＴＶインタ

ビューを受けました。全国放送の情報系番組で、官民が共同して行った施策についての特集

として７月に放送がなされたところです。放送後はあちらこちらで聞かれることがあり、木

曽岬町の知名度向上に少しは寄与できたのではないかと思います。 

６月２５日には、三重県民生委員児童委員協議会会長表彰授与式を、会長代読の形で役場
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内で執り行わせていただきました。杉野保様、加藤まさこ様、黒宮美紀子様の３名が受賞さ

れ、長年に亘って委員としてご尽力いただき、改めて感謝を申し上げる次第です。 

７月１１日には桑名三重信用金庫様より、防災用の動力付きゴムボートと図書カードの

ご寄付があり寄贈式を執り行わせていただきました。これは本年が創立１００周年を迎え

られたとのことで、その記念事業として地域社会への貢献の一環としてなされたものです。 

木曽三川期成同盟会においては、７月１１日に中部地方整備局へ、また７月１５日に国土

交通省本省と三重県選出の国会議員への要望活動を桑名市長、海津市長、愛西副市長、弥富

市長同席のもと行って参りました。堤防の強化、公園の整備などを要望しています。 

７月１６日には名古屋第三環状線の整備要望を、弥富市長と共に愛知県建設局長、愛知県

都市・交通局長へ要望を行って参りました。第三環状線においては、国道２３号線より間崎

までの区間は整備がなされることが決まってきました。それ以外の北部の整備も早期に実

現できるよう要望をして参りました。 

７月に入ってからは職員と私との個人面談を始めました。私自身が、職員の顔と名前が一

致していないことと併せて、個々の職員がどういう考えをもっているのか聞いてみたいと

考えたからです。 

全職員を対象とし、現時点では会計年度任用職員も含めて概ね９割ほどを終えています

が、学校関係の職員や給食センターの職員からも、面談をして欲しいとの要望を受けたこと

から、引き続き面談をしたいと考えているところです。 

面談の内容を取りまとめましたら、公にできる範囲で全職員に公表をしていく考えです

し、町政に生かしていけるところは取り入れていきたいと考えています。 

町政からは外れますが、私は社会福祉協議会の会長をしていることから、社協でも同様の

面談をする予定です。 

７月２２日には北勢５町民生委員児童委員協議会合同研修会が木曽岬町民ホールで開催

されました。私は他の公務もあったことから、冒頭の挨拶に出席をさせていただきましたが、

５町を跨ぐこういった交流はとても大切であると思います。会は盛大に開催がなされたと

お聞きしたところです。 

７月２５日にはケーブルＴＶのＣＴＹによる取材を受けました。就任から３か月が経過

し、公約の実施状況についてインタビュー形式でお話しいたました。この取材では、私の就

任後の施策について振り返り、公約の実現に向けた進捗状況を報告しました。その放送は既

に済んでおりますが、ユーチューブの木曽岬チャンネルでも見ていただくことができます。 

８月２日は、やろまい夏まつりが開催されました。盛況であったとの報告を受けておりま

す。私は長野県の木祖村の源流夏まつりへ参加をさせていただきました。これは木祖村との

交流事業の一環として続いているもので、町長と産業課がお邪魔させていただきました。ま

つりは盛大に開催され、木曽岬町としては、味付け海苔と観葉植物の販売を行い、味付け海

苔に関しては好評で完売となりました。また、うなぎやメロンなどは、まつりの景品として
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出品させていただきました。 

８月７日にはラジオ体操優良団体等表彰の三重県表彰を、木曽岬町社会福祉協議会が主

体となって行ってきたラジオ体操の取組みが受賞となり、私が代理受賞者として賞状を受

け取らせていただき、翌日の８日にはラジオ体操に参加している皆さんにその報告をさせ

ていただきました。 

この賞は、かんぽ生命、ＮＨＫ、ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟の３者の推薦基準を満た

すことで受賞となるそうですが、一定数の参加者がありつつ、尚且つ継続して実施をしてい

ることが必須要件となり、簡単に受賞できるものではないとのことです。まさに継続は力な

りで、皆さんに喜んでいただくことができました。 

長寿者訪問では、７月４日には９５歳を迎えられました、道藤悦子さんのお宅へ訪問させ

ていただき、８月２１日、２６日には米寿訪問をさせていただきました。各々、お祝いの品

を贈呈させていただきましたが、この訪問は地域の高齢者への敬意と長寿を願う気持ちで

実施をさせていただいているところです。 

スポーツ関係の表敬訪問では、６月２５日に全日本少年少女空手道大会に出場された西

平桃耶さん、７月３１日には全国高等学校野球選手権大会に出場された、茅野蒼汰さんのお

母さんの表敬訪問をうけ、激励金の授与と激励の言葉をお掛けしました。 

主な行政報告としましては以上となりますが、この度の定例会では執行部案として、議案

１５件、報告１件、同意２件の計１８件のご協議を行って頂くこととなっております。いず

れも重要な案件でございます。慎重なご審議のうえ、お認めいただきますようお願いを申し

上げまして、私の行政報告を終わらせていただきます。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長の行政報告が終わりました。 

日程第 ５ 議案第３８号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２号）

について 

日程第 ６ 議案第３９号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）について 

日程第 ７ 議案第４０号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２号）について 

日程第 ８ 議案第４１号 令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について 

日程第 ９ 議案第４２号 木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

日程第１０ 議案第４３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１１ 議案第４４号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定に

ついて 
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日程第１２ 議案第４５号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第１３ 議案第４６号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

日程第１４ 議案第４７号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定について 

日程第１５ 議案第４８号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第１６ 議案第４９号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計決算認定につ

いて 

日程第１７ 議案第５０号 令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定につい

て 

日程第１８ 議案第５１号 損害賠償の額を定めることについて 

日程第１９ 議案第５２号 木曽岬町体育館屋根及び外壁等改修工事契約について 

○議長（服部芙二夫議員） 次に、日程第５、議案第３８号、令和７年度三重県桑名郡木曽

岬町一般会計補正予算（第２号）についてから、日程第１９、議案第５２号、木曽岬町体育

館屋根及び外壁等改修工事契約についてまでの１５議案を一括上程し、これを議題とします。 

上程しました会議議件名を議会事務局長に朗読させます。 

○議会事務局長（伊藤雅人議会事務局長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 伊藤議会事務局長。 

〔職員朗読〕 

○議長（服部芙二夫議員） 会議議件名の朗読が終わりました。 

 ここで、三輪町長に提案理由の説明を求めます。 

○町長（三輪一雅町長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長。 

○町長（三輪一雅町長） ただ今、上程を賜わりました議案第３８号から、議案第５２号ま

での１５議案につきまして、提案理由を申し上げます。  

まず、議案第３８号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２号）につ

いてでございますが、既決予算額の総額に歳入歳出それぞれ９,６００万円を追加し、予算

の総額を４０億３,５００万円とするものでございます。 

補正の主な内容でございますが、歳出では、科目全体にわたって、制度改正による地域手

当支給率の変更および、年度当初に行われた人事異動に伴う人件費の増額を行っているほ

か、議会費では、本会議場音響設備改修工事に必要な経費を計上し、総務費では、福祉教育

センターおよび保健センターの建物の老朽化に伴う長寿命化調査業務や、子ども・子育て支

援法等の一部改正に伴う給与システムの改修に要する経費などを計上するものでございま
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す。 

民生費では、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とした未就学児を対象とし

た給付金事業に要する経費や、令和６年度に実施した各種給付金事業に係る補助金の精算に

伴う返還金を計上し、衛生費では、家庭用新エネルギー等普及支援事業に要する経費のほか、

令和６年度に実施した養育医療費給付金事業や予防事業に係る補助金の精算に伴う返還金

を計上するものでございます。 

土木費では、町道の一部区間で歩道の排水不良が発生していることから、これを改善する

ための修繕工事費を計上し、消防費では、全国瞬時警報システムいわゆるＪ－ＡＬＥＲＴの

更新に要する経費を計上するものでございます。 

教育費では、給食センターの施設の維持管理に要する経費などを計上し、公債費では、償

還見込みにより増額するものでございます。 

これらに対する歳入といたしましては、地方特例交付金、繰入金において交付決定に伴う

減額を行うとともに、町税、地方交付税、国・県支出金、繰越金、諸収入において、本算定

や交付決定等による額の確定に伴い、増額するものでございます。 

次に、議案第３９号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）についてでございますが、既決予算額に歳入歳出それぞれ２,３４５万２,０００円を

追加し、予算総額を７億３,２１１万９,０００円とするものでございます。 

補正の主な内容でございますが、歳入では、子ども・子育て支援金制度の創設により、令

和８年度から医療保険者が子ども・子育て支援金を徴収する義務を負うことから、この制度

に対応するための国庫補助金を計上するほか、令和６年度決算により、本年度への繰越額の

確定に伴い、増額するものでございます。 

歳出では、子ども・子育て支援金に係るシステム改修費のほか、事業納付金の精査や、前

年度の保険給付費等交付金の確定により、返還金を計上するものでございます。 

次に、議案第４０号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予

（第１号）についてでございますが、既決予算額から歳入歳出それぞれ４万４,０００円を

減額し、予算総額を１億９,０９５万６,０００円とするものでございます。 

補正の主な内容でございますが、歳入では、子ども・子育て支援金制度の創設により令和

８年度から医療保険者が子ども・子育て支援金を徴収する義務を負うことから、この制度に

対応するための国庫補助金の増額を行うとともに、令和６年度決算により、本年度への繰越

額が確定したことに伴い、減額するものでございます。 

歳出では、子ども・子育て支援金に係るシステム改修費を計上するほか、予備費にて歳入

歳出の均衡をはかるものでございます。 

次に、議案第４１号、令和７年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第１

号）についてでございますが、既決予算額に歳入歳出それぞれ１,９６３万７,０００円を追

加し、予算総額を７億１,９６３万７,０００円とするものでございます。 
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補正の主な内容でございますが、歳入では、繰越金の確定の他、本算定による介護保険料

収入の精査及び国・県負担金、支払基金交付金等の介護給付事業実績による精算や、認定調

査員支援システムの導入に伴う一般会計からの繰入金を計上するものでございます。 

歳出では、認定調査員支援システムの導入経費や介護給付費準備基金への積立金の他、前

年度の介護給付費分及び地域支援事業分等について、国県支出金、支払基金及び一般会計繰

入金が確定したことから返還金を計上するものでございます。 

次に、議案第４２号、木曽岬町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてでございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律および人事院規則の改正

に伴い、育児部分休業の多様化の措置を行う必要があることから、本条例の一部を改正する

ものでございます。 

次に、議案第４３号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてでございますが、人事院規則の改正に伴い、仕事と育児の両立支援制度の利用に関

する職員の意向確認等の措置を行う必要があることから、本条例の一部を改正するものでご

ざいます。 

次に、議案第４４号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定につい

てでございます。令和６年度の町一般会計決算の歳入総額は３６億５,４６０万１,４２９

円、歳出総額は３４億１,６３４万１,９７９円で、歳入歳出差引額が２億３,８２５万 

９，４５０円となり、翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額が２,３２１万円、

実質収支額は２億１,５０４万９,４５０円となりました。なお、この実質収支額に対して、

地方自治法第２３３条の２の規定による措置として１億５,０００万円を基金に繰入れ、令

和７年度に６,５０４万９,４５０円を繰り越す決算といたしております。 

この決算額を前年度と比較いたしますと、歳入で２億２６万１,０００円、率にして５.

８％の増額、歳出では１億４,７２３万８,０００円、率にして４.５％の増額となっており

ます。 

それぞれの主な要因についてでございますが、まず、歳入については、地方交付税が町税

の増額に伴って１４.４％の減額となった一方で、町税において木曽岬干拓地における固定

資産税の増収等から対前年度比１２.０％の増額、起債償還に充てるため、減債基金の取り

崩しを行ったことに伴い、繰入金が１,３３６％の増額となったほか、定額減税の補てん分

が交付されたことに伴い、地方特例交付金で４９１.２％の増額となりました。 

一方、歳出については、衛生費において、令和５年度まで全町民を接種対象として実施さ

れていた新型コロナウィルスワクチン事業が終了となったこと、および令和５年度で実施

した水道基本料金の減免事業を令和６年度では実施しなかったこと等により２７.９％の減

額となりましたが、総務費において、木曽岬干拓地で新たに操業開始となった企業に対して、

企業立地奨励金を支出した事に伴い１１.４％の増額となったほか、民生費において、定額

減税の補てん分の給付等を行ったことに伴って６.１％の増額となりました。 
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令和６年度決算を分析いたしますと、主な歳入の構成割合は、町税が３５.３％、地方交

付税が２６.５％、国・県支出金が１３.９％、寄付金が２.８％、町債が４.３％でございま

した。 

また、町税や使用料などの自主財源が４７.７％、地方交付税や国・県支出金などの依存

財源が５２.３％となっており、自主財源比率は前年度に比べ５.８ポイント増加しており

ます。これは、町税および繰入金が増額となったことが影響したものでございます。 

なお、令和６年度の財政力指数は０.５１で、前年度に比べ０.０３ポイント増加しており

ますが、引き続き、経費の削減などによる財政事情の改善に努め、弾力性を持った健全な財

政運営を図っていくことが必要であると考えているところでございます。 

次に、議案第４５号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出決算認

定についてでございますが、歳入総額で３３５万９,４２２円、歳出総額では２７７万 

６,１１２円となり、実質収支額は５８万３,３１０円で、この額が令和７年度への繰越額と

なるものでございます。この会計は、公共用地の先行取得と保有する土地の財産管理を行う

会計となり、歳入については、保有財産の貸付収入が主なものであり、一方の歳出について

は、保有財産の維持管理に要した費用及び保有財産の貸付収入を、町一般会計へ繰り出した

決算となっております。 

次に、議案第４６号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定についてでございますが、歳入総額で,７億５,９１５万９，３４４円、歳出総額では、

７億３,８４７万３２７円となり、実質収支額は、２,０６８万９,０１７円となりました。

この額が令和７年度への繰越額となるものでございます。 

令和６年度の概要を申し上げますと、年度末の被保険者数は１,２９３人で、前年度より

１２人減少しました。医療費の保険者負担額は４億９,３００万円と、前年度と比較して４,

４００万円、率にして９.８％の増加となりました。 

保険料の収納状況は、現年度分では９３.２５％、前年度と比較して０.４１％の減少、滞

納繰越分では１５.６８％、前年度と比較して２.４３ポイントの増加となりました。 

未納者への対応については、分納誓約による納付指導のほか、短期被保険者証の交付や悪

質滞納者には差し押さえなどの厳しい対応も行い、収納率の向上に努めました。 

次に、議案第４７号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてでございますが、歳入総額で１億９,９３２万５,８２３円、歳出総額では

１億９,８８０万８６０円となり、実質収支額は５２万４,９６３円となりました。この額が

令和７年度への繰越額となるものでございます。 

令和６年度の概要を申し上げますと、年度末の被保険者数は１,１２２人で、前年度より

１２人増加しました。 

医療費の保険者負担額は９億２,８００万円と、前年度と比較して５,８５０万円、率にし

て６．７％増加しました。 
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保険料の収納状況は、現年度分では９９.９７％、前年度と比較して０.０６ポイントの増

加、滞納繰越分では完納となりました。 

未納者への対応については、累積滞納とならないよう、細やかな連絡などにより、収納率

の向上に努めました。 

次に、議案第４８号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてでございますが、令和６年度における６５歳以上の第１号被保険者数は 

１,９８５人で、高齢化率は３３.１％、また、要介護認定者数は３２２人で、前年度より１

１人、３.５％増加しております。 

令和６年度の決算額は、歳入総額が６億６,９５７万２,５５３円、歳出総額６億５,７１

１万２,３０１円で、実質収支額は１,２４６万２５２円となりました。 

歳入におきましては、保険料と保険給付費等にかかる公費負担金が主なもので、その他に

は前年度の繰越金です。 

歳出の主なものは、要介護認定を受けた方の介護サービス利用に係る保険給付費で、支出

額全体の９０.６％を占めており、前年度より約４,０００万円の増額となりました。保険給

付費の内訳では、訪問・通所等居宅介護サービスが３４.７％、特別養護老人ホーム等施設

介護サービスが ５０.６％を占めております。 

その他には、地域支援事業費として、社会福祉協議会に委託している通所型サービス事業

や地域包括支援センター事業などを実施いたしました。 

次に、議案第４９号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町下水道事業会計決算認定について

でございますが、下水道事業は、令和６年度から地方公営企業法を適用し、公営企業会計へ

移行しております。 

まず、決算年度における事業の概要を申し上げますと、処理区域内人口５,８６０人に対

し、水洗化人口は５,８１５人で、水洗化率は９９.２％でございました。 

決算の内容としましては、企業の経営活動に伴う収支である収益的収入と支出において、

下水道料金や一般会計からの繰入金などを主とする収入の決算額は４億３,７３１万 

９,２３３円となり、下水道事業を運用する費用である支出の決算額は４億４３９万 

９,４６６円となりました。これら決算額に基づく当年度純利益は２,８１８万５，１７６円

となりました。 

次に、事業資産を形成するために要する資本的収支の決算ですが、企業債の借り入れや国

庫補助金などを合わせた収入の決算額は１億１,０８５万１,１００円となり、東部地区ク

リーンセンターにおける脱水機更新費や起債償還金などを合わせた支出の決算額は１億 

７,０８５万７,９２４円でございました。 

次に、議案第５０号、令和６年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定についてで

ございますが、決算年度における事業の概要を申し上げますと、給水栓数は２,７０７件で

前年度に比べ３件の増となりました。 
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また、年間配水量は９６万３,５４０㎥で、有収水量は８７万５,７０２㎥、有収率は 

９０.８％となり、前年から１.０ポイントの減少となりました。 

決算の内容としましては、企業の経営活動に伴う収支である収益的収入と支出において、

水道料金などを主とする収入の決算額は１億９,８２８万７,３０１円となり、水道事業を

運用する費用である支出の決算額は２億５７５万４２３円となりました。これら決算額に

基づく当該年度純損失は８６４万６,８２０円となりました。 

次に、事業資産を形成するために要する資本的収支の決算ですが、収入の決算額は、８件

の加入者負担金１１２万２,０００円であり、支出の決算額は、老朽管の布設替工事費など 

１,８８２万４,０８７円でございました。 

次に、議案第５１号、損害賠償の額を定めることについてでございますが、令和７年４月

に役場駐車場内で発生した町職員が運転する公用車と相手方車両との衝突事故による損害

を賠償するため、その損害賠償額を定めることについて、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

次に、議案第５２号、木曽岬町体育館屋根及び外壁等改修工事契約についてでございます

が、去る令和７年７月２４日に一般競争入札に付しました、木曽岬町体育館屋根及び外壁等

改修工事の契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

以上、上程を賜わりました１５議案の提案理由説明とさせていただきます。 

なお、詳細につきましては、それぞれ担当課長から説明いたしますので、十分なご審議を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長の提案理由説明が終わりました。 

続きまして、過日、令和６年度の町一般会計及び特別会計、並びに企業会計、それぞれ

の会計の歳入歳出に関して決算審査が実施されておりますので、深津和男代表監査委員よ

り決算審査報告を行っていただきます。 

○代表監査委員（深津和男委員） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 深津和男監査委員。 

○代表監査委員（深津和男委員） それではご指名がありましたので、監査委員２名を代

表し、令和６年度木曽岬町各会計決算に関する審査結果をご報告申し上げます。 

本年度の決算審査は去る７月１０日に、令和６年度木曽岬町水道事業会計と、地方公営

企業法の適用を受けた公共下水道事業と農業集落排水事業を統合した下水道事業会計を行

い、７月１６日、１７日、２２日の３日間にわたる日程で、令和６年度の木曽岬町一般会

計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、土地取得特別

会計の歳入歳出決算について、伊藤好博監査委員とともに、地方自治法第２３３条第２項

及び同法第２４１条第５項、並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定に基づき、対面

による審査を実施し、７月２２日には関係者のご出席をいただき、講評を行いました。 
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審査にあたって私達は町長から提出された各会計に関する帳簿、書類を閲覧し、これら

は地方自治法、木曽岬町条例、関係諸法令に準拠して適正に作成されているかどうか、予

算が適正かつ効率的に執行されているかどうかに主眼を置き、関係者の説明を聞き取り

し、あわせて定期監査及び例月出納検査結果をも考慮して、関係諸帳簿並びにその他証書

類との照合等、通常実施すべき審査の手続きを実施しました。 

その結果、いずれの会計も歳入歳出決算書、同決算事項別明細書、実質収支に関する調

書、及び財産に関する調書は地方自治法、木曽岬町条例及び関係諸法令に準拠して作成さ

れており、その計数は関係諸帳簿並びにその他証書類と照合した結果、誤りのないものと

認められ、予算の執行及び関連する事務の処理は、適正に行われていると認められまし

た。 

また、基金の運用状況を示す書類については、審査の結果、計数は誤りでのないものと

認められ、その運用は所期の目的に沿ってなされており、関連する事務の処理も適正に行

われていると認められました。 

審査結果の詳細は、すでに皆様のお手元に配付されております決算審査意見書に詳しく

記述しておりますので、後程ご覧いただきたいと思います。 

なお、総括的意見につきまして、審査意見書に明記しましたが、歳入面において、一般

会計が町税の収納率は前年度より増加しており、国民健康保険特別会計、介護保険特別会

計においても収納率の向上が見受けられました。 

また、不納欠損処分額に関しては、町税、国民健康保険特別会計の会計は前年度を上回

りましたが、介護保険料特別会計は前年度を下回っております。 

こうした現状から、今後とも税や料の賦課徴収にあたっては積極的な滞納整理などに心

がけ、住民負担の平等、公平性に期するようにされ、町財政の健全化の観点から、なお一

層の努力は望まれるところであります。 

また、歳出においては、事務事業等の予算の早期執行を図り、投資効果を生み出すとと

もに、より効率的な運営と進行管理により、年度末までによく予算を点検して、多額な不

用額が生じないように努めていただきたいと考えます。 

そして、各種団体等に関する補助金に関しては、公益性の観点から交付後の活用実態を

把握し、絶えず点検、見直しをするよう心がけ、団体育成の観点から、より適正な執行と

管理に努めていただきたいと考えます。 

最後に本決算の実質公債比率は、４.５％で前年度同様となっています。 

町債の借り入れは昨年度より増加しておりますが、今後も予測される、返済額に対する

中長期の財政見通しの把握に努め、適切な財政運営をされることを望みます。 

また、この指標は特別会計の公債費への一般会計繰出金等が反映され、財政負担の程度

を示すことなどから、指標を注視し、財政構造の健全化に向けた一層の取り組みを進めら

れることを期待いたします。 
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このところ人口減少が著しく、少子高齢化が急速に進んでいます。本町のみの問題では

ございませんが、特に小さな自治体ではその影響が大きく、いかに対処していくかが、重

要な課題となっています。 

今後とも施策の展開にあたっては、中・長期の財政計画のもと特定財源を確保するな

ど、財政構造の健全化を推し進めるとともに、安心して住み続けることができ、災害に対

する安全性を高め、自然を生かすまちづくり、環境と産業が調和した特色あるまちづく

り、農漁業の新たな展開、人づくりに向けるなど、多方面の取り組みに期待をいたしま

す。 

以上で令和６年度決算報告を終わります。 

令和７年９月１日、代表監査委員、深津和男。 

○議長（服部芙二夫議員） ありがとうございました。 

 代表監査委員による決算認定に関する監査報告を行っていただきました。 

 ただいま上程しております議案について総括質疑の議案通告を８月２９日正午まで受け

付けましたが、この間、通告がございませんでしたので、このことをご報告し総括質疑を

終了します。 

ただいま議題としております議案第３８号から議案第５２号までの１５議案は、議案付

託表のとおり、それぞれの所管の常任委員会に付託します。 

ここで暫時休憩といたします。 

１０時１５分までの休憩といたします。 

午前 ９時５８分休憩   

午前１０時１５分再開   

○議長（服部芙二夫議員） 休憩を解き、本会議に戻します。 

日程第２０ 報告第 ５号 令和６年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資金不足

比率の報告について 

○議長（服部芙二夫議員） 次に、日程第２０、報告第５号、令和６年度決算に基づく木

曽岬町健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを上程し、議題といたします。 

ここで、三輪町長に提案理由の説明を求めます。 

○町長（三輪一雅町長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長。 

○町長（三輪一雅町長） ただいま上程を賜りました報告第５号、令和６年度決算に基づ

く木曽岬町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について提案理由を申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の定めによりまして、令和６年度決算に基づ

く木曽岬町の健全化判断比率及び資金不足比率を算定いたしましたので、監査委員の意見

を付しまして、議会に報告をさせていただくものであります。 

なお、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきますので、ご審議賜りま
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すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長の提案理由説明が終わりました。 

 続いて、事務当局の詳細説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 小島総務政策課長。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、報告第５号 令和６年度決算に基づく木曽

岬町健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、ご説明を申し上げます。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項並びに、第２２条第１項の規定

により、令和６年度決算に基づく、健全化判断比率、資金不足比率について監査委員の意

見を付し別紙のとおり報告する。というものでございます。 

上段の表が、法第３条第1項に定める、健全化判断比率を示すもので、実質赤字比率、連

結実績赤字比率、実質公債費率、及び将来負担比率の４項目となっております。 

また、下段の表が、法２２条第１項の定めによる公営企業会計を対象とした資金不足比率

を示すものとなっております。 

これらの比率が、基準値以上になりますと、財政健全化の為に再生計画を策定しなければ

ならないということになります。 

 まず、上段の①実質赤字比率につきましては、一般会計と土地取得特別会計を加えた、い

わゆる普通会計と呼ばれる会計におきまして、資料の最上段に記載の標準財政規模２４億 

２,２７２万６,０００円に対する実質赤字額の割合を示すものでございます。 

今期の決算では両会計とも赤字額が生じていないため、算定指数はございませんでした。 

 次の、②連結実績赤字比率は、町の一般会計と特別会計、企業会計を連結した全会計を合

算した結果の実質赤字が、財政規模に対してどの程度の割合になっているかを示す指標で

ございますが、今期の決算では、いずれの会計にも赤字額が生じていないため、算定指数は

ございませんでした。 

 次の、③実質公債費率は、一般会計が実質的に負担する公債費が、財政規模に対してどの

程度の割合になっているかを示す指標で、地方債の元利償還金を標準財政規模で割った3カ

年の平均値を示すものであり、令和６年度の算定指数は４.４％となっております。 

なお、参考までに、令和５年度決算における実質公債比率の県下の平均値および、全国の

平均値は、共に５.５％でございました。 

 次に、④将来負担比率でございます。借入金や将来支払っていく可能性のある負担額等の

見込みが、財政規模に対しましてどの程度の割合になっているかを示す指標で、当町では、

将来的な負担見込み額よりも、基金や交付税などの充当可能な財源の方が上回っているこ

とから、算定指数はございませんでした。 

なお、参考までに、令和５年度決算時の報告におきまして、算定指数が無かった市町は、

三重県下では、１６団体のみとなっております。 

 下段の表の資金不足比率は、水道や下水道など、それぞれの企業会計ごとに、資金の不足

額を事業の規模で割った時の比率となりますが、いずれも不足額を生じることは無く算定
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指数はございません。 

 なお、タブレット内の資料、２の１２の０１、令和６年度財政健全化法に基づく健全化判

断比率・資金不足比率という資料におきましても、実質公債比率の令和２年度からの推移も

お示ししておりますので、後刻ご確認をお願いいたします。 

以上、報告第５号、財政健全化判断比率、資金不足比率についての報告とさせていただき

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫議員） 事務当局の詳細説明が終わりました。 

 この議案の質疑は９月１０日に行います。 

日程第２１ 同意第３号 木曽岬町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて 

○議長（服部芙二夫議員） 次に、日程第２１、同意第３号、木曽岬町固定資産評価審査

委員会委員の選任につき同意を求めることについてを上程し、これを議題といたします。 

 それでは、三輪町長に提案理由説明を求めます。 

○町長（三輪一雅町長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長。 

○町長（三輪一雅町長） ただ今、上程を賜りました同意第３号、木曽岬町固定資産評価審

査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、提案理由を申し上げます。 

木曽岬町固定資産評価審査委員会委員の黒宮重生氏が、令和７年９月３０日をもって任

期満了になりますので、引き続き委員に選任しようとするものでございます。 

委員としてのこれまでの実績から、納税者の代表として公正、中立的な立場から評価の適

正を図る同委員として、ご活躍をいただけるものと思っておりますので、ご同意いただきた

くお願い申し上げます。 

なお、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長の提案理由説明が終わりました。 

 続いて、事務当局の詳細説明を求めます。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 小島総務政策課長。 

○総務政策課長（小島裕紹課長） それでは、同意第３号、木曽岬町固定資産評価審査委員会

委員の選任につき同意を求めることについてでございます。 

 次の者を木曽岬町固定資産評価審査委員会の委員としたいから、その選任について議会

の同意を求める、というものでございます。 

住所は、三重県桑名郡木曽岬町大字雁ヶ地６６２番地。氏名は、黒宮重生氏。生年月日

は、昭和３５年１月１日生まれでございます。 
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下段、提案理由でございます。 

木曽岬町固定資産評価審査委員会委員、黒宮重生氏が令和７年９月３０日をもって任期

満了となることに伴い、引き続き同氏を選任しようとするものである。 

固定資産評価審査委員会委員の選任については、地方税法第４２３条第３項の規定によ

り、議会の同意を得る必要があるというものでございます。 

木曽岬町固定資産評価審査委員会委員の黒宮重生氏でございますが、同氏は令和４年１０月

１日に選任頂き、この度９月３０日をもって任期満了となります。 

町長の提案理由にもございましたように、納税者の代表として公正、中立的な立場から評価の

適正を図る同委員としてご活躍いただけるものと考えておりますので、引き続き委員に選任し

ようとするものでございます。 

ご同意の程、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（服部芙二夫議員） 事務当局の詳細説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 同意第３号について、ご質疑があります方はご発言ください。 

〔暫くして〕 

○議長（服部芙二夫議員） ご質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論となりますが、ここでお諮りいたします。 

 本議案は人事に関することから討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） 異議なしと認めます。 

 それでは、同意第３号、木曽岬町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求め

ることについてを採決をします。 

本件は、原案の通り同意することに賛成の方はご起立を願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫議員） 起立全員です。したがって、同意第３号は原案のとおり同意

することに決定しました。 

日程第２２ 同意第４号 木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て 

○議長（服部芙二夫議員） 続いて、日程第２２、同意第４号、木曽岬町教育委員会委員

の任命につき同意を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 それでは、三輪町長に提案理由説明を求めます。 

○町長（三輪一雅町長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長。 
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○町長（三輪一雅町長） ただ今、上程を賜りました同意第４号、木曽岬町教育委員会委員

の任命につき同意を求めることについて、提案理由を申し上げます。 

教育委員会委員、白木修氏が、令和７年９月３０日付けをもって任期満了となります。白

木氏におかれましては、平成７年５月より３０年４か月の永きに亘り、本町の教育行政の推

進にご尽力いただきましたが、本人より退任の申し出がありましたことから、この度、後任

として中島眞吾氏を人選いたしましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

中島氏におかれましては、人格も高潔で、教育、学術及び文化の各分野に関し識見を有し、

教育委員として適任であると存じますので、議員の皆様方にご同意いただきたくお願い申

し上げるものでございます。 

なお、詳細につきましては、担当課長から説明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（服部芙二夫議員） 三輪町長の提案理由説明が終わりました。 

 続いて、事務当局の詳細説明を求めます。 

○教育課長（村上 強課長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 村上教育課長。 

○教育課長（村上 強課長） 同意第４号、木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについてでございます。 

次の者を木曽岬町教育委員会の委員としたいから、その任命について議会の同意を求め

る。 

下段、提案理由として、木曽岬町教育委員会委員、白木修氏が、令和７年９月３０日をも

って任期満了となることに伴い、新たに中島眞吾氏を任命しようとするものでございます。 

木曽岬町教育委員会委員の任命については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第２項の規定により議会の同意を得る必要があり、これが、この議案を提案する理由

でございます。 

この度新たにお願いする中島眞吾氏の住所は、愛知県名古屋市瑞穂区玉水町１丁目３１

番地７。生年月日は、昭和５５年９月５日生まれでございます。 

中島眞吾氏におかれましては、中部大学の准教授であり、現代教育学部現代教育学科及び、

大学院教育学研究科教育学専攻に所属されております。現在の専門分野は、英語教育学、教

育学、子ども学であり、研究テーマは、小学校英語教育を始め、幼稚園・保育園における英

語教育のほか、自己表現活動を取り入れた英語授業の実践研究です。著書には、学校教育の

展望と教員養成を始め、基礎からまなべる保育内容（言葉）ワークブックほか、多数の著書

がございます。 

また、本町ご出身であり、平成３０年度からは、木曽岬子ども未来塾、学習支援員を務め

られております。人格的にも優れておられ、教育、学術及び文化の各分野に対しての造詣
ぞうけい

は
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深く、高い見識をお持ちでありますことから、教育委員として適任であると考えております

ので、議員の皆様方にご同意いただきたくお願い申し上げるものでございます。 

なお、ご同意いただいた場合での任期は令和１１年９月３０日までの４年間となります。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫議員） 事務当局の詳細説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 同意第４号について、質疑があります方はご発言ください。 

〔暫くして〕 

○議長（服部芙二夫議員） ご質疑がないようですので、質疑を終結します。 

 これより討論となりますが、ここでお諮りいたします。 

本議案は人事に関することから、討論を省略し、直ちに採決に入りたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） 異議なしと認めます。 

 それでは、同意第４号、木曽岬町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

を採決します。本件は原案のとおり同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫議員） 起立全員です。したがって、同意第４号は原案のとおり同意

することに決定しました。 

日程第２３ 請願第１号 子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充

を求める請願書 

日程第２４ 請願第２号 教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行および教職員定数

改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書 

日程第２５ 請願第３号 防災対策の充実を求める請願書 

日程第２６ 請願第４号 義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書 

○議長（服部芙二夫議員） 次に、日程第２３、請願第１号から日程第２６、請願第４号

までの請願４件を一括上程し、これを議題とします。 

 議会事務局長に請願文書表を朗読させます。 

○議会事務局長（伊藤雅人事務局長） 議長。 

○議長（服部芙二夫議員） 伊藤議会事務局長。 

○議会事務局長（伊藤雅人事務局長） それでは請願文書表のご確認をお願いいたしま

す。 

受理番号、受理年月日、件名、請願の要旨、請願者の住所及び氏名、紹介議員氏名の順

で朗読をさせていただきます。 

受理番号１、令和７年８月６日、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制
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度の拡充を求める請願書につきましては、子どもの貧困対策の推進と就学修学支援に関わ

る制度が拡充するよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申

し上げます。請願者は記載の５名、紹介議員は鎌田鷹介議員でございます。 

受理番号２、令和７年８月６日、教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行及び教職

員定数改善計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書につきましては、子どもたち

の豊かな学びの保障に向け、教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行及び教職員定数

改善計画の策定実施と教育予算の拡充を行うよう採択いただき、国の関係機関に意見書を

提出いただくようお願い申し上げます。請願者及び紹介議員は同様でございます。 

受理番号３、令和７年８月６日、防災対策の充実を求める請願書につきましては、子ど

もたちの安全安心を確保するため、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実を図るよ

う採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げます。請願書

及び請願議員は同様でございます。 

受理番号４、令和７年８月６日、義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書につき

ましては、義務教育費国庫負担制度が充実され、国の責務として必要な財源が確保される

よう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げます。請願

者及び紹介議員は同様でございます。 

以上でございます。 

○議長（服部芙二夫議員） 請願書の審議については、会議冒頭に議会運営委員長から委

員会付託を省略し、本会議において審議する旨の報告がなされました。 

 ここでお諮りします。 

 ただいま上程しました請願４件の審議については、会議規則第９２条第２項の規定によ

って委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） 異議なしと認めます。よって、上程しました請願第１号から

請願第４号の請願４件については、委員会への付託を省略することに決定しました。 

 それでは、請願の審議に入ります。 

 日程第２３、請願第１号から日程第２６、請願第４号までの請願４件について、紹介議

員の趣旨説明を求めます。 

 登壇の上、お願いいたします。 

○６番（鎌田鷹介議員） 議長、６番。 

○議長（服部芙二夫議員） ６番議席、鎌田鷹介議員。 

○６番（鎌田鷹介議員） 請願書の趣旨説明を申し上げます。 

 別紙の請願書の朗読をもって説明に代えさせていただきます。 

 はじめに、請願第１号、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充

を求める請願書でございます。 
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請願の趣旨といたしまして、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度が

拡充するよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げま

す。 

請願の理由は、厚生労働省の、国民生活基礎調査（２０２２年）によると、子どもの貧

困率は１１.５％、およそ子ども９人に１人の割合で貧困状態にあるとされています。ま

た、大人が１人の世帯の相対的貧困率は４４.５％と極めて高く、大人が２人以上いる世帯

の相対的貧困率（８.６％）を大きく上回っています。そのような中、物価高が収まらず、

実質賃金の低下の影響を受けて、ひとり親家庭に育つ子どもたちをとりまく環境は厳しい

状況がつづいています。 

このようななか、三重県子どもの貧困対策計画と、三重県ひとり親家庭等自立促進計画

を一本化し、三重県子どもの貧困の解消に向けた対策及ひとり親家庭等支援計画が策定さ

れました。この計画では、子どもの貧困を、子どもが経済的困難やそれに起因して発生す

るさまざまな課題（病気や発達の遅れ、自尊感情や意欲の喪失、学力不振、問題行動や非

行、社会的な孤立、学習や進学機会の喪失等）を抱えている状況、ととらえています。貧

困の連鎖を断ち切るための、教育に関わる公的な支援はきわめて重要であり、支援を必要

とする子どもたちや家庭に対して、相談体制を今以上に充実させるとりくみを含め、就

学・修学保障制度のさらなる拡充が必要と考えます。 

高等学校等就学支援金制度においては、標準的な修業年限を超過した場合、就学支援金

の対象外となることや、履修単位数によって授業料を定めている場合に支給上限が設定さ

れていることなど、改善すべき課題があります。また、専攻科生徒への修学支援制度にお

ける国庫負担の割合の引上げについても、国の責任においてさらにすすめていくことが求

められます。 

以上のような理由から、すべての子どもたちの学ぶ機会を保障するため、子どもの貧困

対策の推進と就学・修学保障制度の拡充を強く切望するものです。 

次に、請願第２号、教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行および教職員定数改善

計画の策定・実施と教育予算拡充を求める請願書でございます。 

請願の趣旨といたしまして、子どもたちの豊かな学びの保障にむけ、教職員の欠員を速

やかに解消する施策の実行および教職員定数改善計画の策定・実施と教育予算の拡充をお

こなうよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い申し上げま

す。 

請願の理由は、全国的に教職員不足、欠員の問題が深刻化しています。三重県において

も、２０２３年度以降、４月当初から欠員が生じており、状況は学期を追うごとに深刻化

する傾向にあります。 

当然、満たされるべき定数の教職員や学校現場に配置されていない現状は、子どもたち

の教育に直接影響をおよぼすきわめて重大な問題であり、教育現場の多忙化をさらに深刻
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化させるものです。 

２０２１年から小学校３５人学級が段階的にすすめられ、２０２５年度には小学校の全

学年で３５人学級が実現されました。２０２５年６月には、公立の義務教育諸学校等の教

育教員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律が成立しました。その附則にお

いて、教職員定数の標準の改定、支援人材の増員等が示されました。教職員定数に関わっ

ては、政府の公立の中学校の１学級の生徒の数の標準について、２０２６年度から３５人

に引き下げるよう必要な措置を講ずるものとするとしています。これまで示されていなか

った中学校の学級編制の標準に言及されたことは、一歩前進と言えますが、今後、速やか

な法改正を求めていく必要があります。 

少しずつ変わってきているところがあるものの、現場の人的配置はわたしたちの求める

ものとは程遠い不十分な状態です。また、在籍する児童生徒が増加傾向にある特別支援学

級、特別支援学校の学級編制基準、幼稚園・こども園や高等学校の教職員定数改善につい

て道すじが示されていないことも大きな課題です。 

教職員が心身ともにゆとりをもって子どもたちとむきあい、日々の教育活動を創り出し

ていくことは、子どもたちの、豊かな学び、の保障につながります。子どもたちが安全・

安心に学べる学校にしていくためにも、教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行およ

びすべての校種における新たな教職員定数改善計画の策定と実施が強く望まれます。 

一方、教育費の公財政支出は、ＯＥＣＤ加盟諸国の平均１２％に対して日本は８％で、

３６か国の中では３番めに低い水準となっており、結果として私費負担の割合が高い状態

です。物価の高騰による保護者の負担増など、家計の厳しい状況がつづくなか、教育のＩ

ＣＴ化にともなう機器の整備費や通信費等、新たな保護者負担も生じています。ＯＥＣＤ

からも、教育の質を高め社会を支える人材を育てる必要がある、との指摘を受けており、

教育費の公財政支出を拡充させ、保護者負担の軽減を図ることは喫緊の課題です。 

教育予算を拡充し、教育条件整備をすすめていくことが、山積する教育課題の解決へと

つながり、そして子どもたち一人ひとりの、豊かな学び、を保障することになると考えま

す。 

以上のような理由から、教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行および教職員定数

改善計画の策定・実施と教育予算の拡充を強く切望するものです。 

次に、請願第３号、防災対策の拡充を求める請願書でございます。 

請願の趣旨といたしまして、子どもたちの安全・安心を確保するため、巨大地震等の災

害を想定した防災対策の充実をはかるよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出い

ただくようお願い申し上げます。 

請願の理由は、２０２５年３月３１日、南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググルー

プの報告書が防災担当相に手渡されました。想定される死者数は、最悪の場合２９万 

８,０００人、津波によるものが最も多くなると予想されています。防潮堤の建設や津波避
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難タワーの整備など、迅速な避難にむけたとりくみがすすんだにも関わらず、死者数が前

回の予想３２万人から８％ほどの減少にとどまっています。 

２０２２年１２月現在、三重県においては、公立小中学校の全体の２５.１％にあたる、

１２４校の小中学校が県の公表する津波浸水想定区域内に立地し、うち１０８校は避難所

に指定されています。時間的に余裕をもって避難できる高台が周辺になく、津波に対する

安全性が確保されていない学校については、高台移転や高層化などの対策が求められてい

ます。ワーキンググループの報告では、対策がさらにすすめば、犠牲者は大幅に減るとの

指摘もあり、早急の対応が必要です。 

木曽岬町においては、津波が発生した場合に町内のほとんどが浸水してしまうことか

ら、高齢者などの配慮が必要な町民を事前に避難させられるように、いなべ総合学園と協

定を結んでいます。そのための非常食などの物資は町費で準備するなど、災害時への備え

がされています。 

国による津波対策のための不適格改築事業については、補助要件である津波防災地域づ

くりに関する法律に基づく、津波防災推進計画の策定が全国的にもすすんでおらず、支援

制度の活用がむずかしい状況です。補助要件の緩和、補助対象の拡大等支援制度のさらな

る拡充を求めます。 

災害はいつどこで発生するかわかりません。避難所の運営に関しては、それぞれの自治

体が施設やスペース、資材、人材を十分に確保するためにも、国からの財政的支援の充実

が不可欠です。避難生活などで体調を崩して亡くなる災害関連死の防止をはじめ、性やプ

ライバシーに関する課題への対応、外国人、介助・介護が必要な高齢者、障がい者、女

性、乳幼児への配慮など、まだまだ改善すべき課題は山積しています。国の責任において

安心して被災者が避難できるように備えるべきです。過去の災害に学ぶとともに、三重県

災害時学校支援チームの支援活動をつうじてえられた経験や知見をいかし、最善の備えを

整えていくという考えのもと、防災に関わる施策がさらに拡充されることを強く望むとこ

ろです。 

以上のような理由から、巨大地震等の災害を想定した防災対策の充実をすすめることを

強く切望するものです。 

次に、請願第４号、義務教育費国庫負担制度の充実を求める請願書でございます。 

請願の趣旨といたしまして、義務教育費国庫負担制度が拡充され、国の責務として必要

な財源が確保されるよう採択いただき、国の関係機関に意見書を提出いただくようお願い

申し上げます。 

請願の理由は、義務教育費国庫負担制度は、憲法の要請にもとづく義務教育の根幹であ

る無償制、教育の機会均等を保障し、教育水準の維持向上をはかるため、国が責任をもっ

て必要な財源を措置するとの趣旨で確立された制度です。教育の全国水準と機会均等を確

保する義務教育の基盤をつくるためには、教職員の確保、適正配置、資質向上および教育
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環境整備等諸条件の水準を保障すべきであり、そのために必要な財源を安定的に確保する

ことが不可欠です。 

かつては対象であった教材費等は、１９８５年に対象外とされ、現在も地方財政措置に

よる一般財源としての措置となっています。義務教育の水準が各自治体の財政力に左右さ

れることなく、安定的に確保されるためには、一般財源ではなく、国庫負担金による財源

確保の対象の拡大、さらにはその増額がきわめて重要であると考えるところです。 

教育の現場では、急速にＩＣＴ化が進められ、一人一台端末の整備がおこなわれてきま

した。この間、整備状況における自治体間格差を埋めるための国によるさまざまな予算措

置により、一定の成果が見られる一方で、統合型校務支援システムの整備状況において

は、依然として大きな格差が残されています。 

また、学校ネットワークの通信回線の帯域確保の状況にも地域間格差があり、改善が求

められています。子どもたちの学びの格差につながらないよう、これらの環境整備につい

ても一般財源ではなく国庫負担による財源の確保がなされるべきです。 

学校において教員と連携協働しながら役割を果たすスタッフ職としての情報通信技術支

援員、特別支援教育支援教員、教員業務支援員、あるいは読書活動や図書管理を担う学校

司書については、地財措置はあるものの各自治体の一般財源となる措置となっています。

結果として自治体間格差が生じ、教育水準と機会の均等が図られているとは言えない状況

です。 

未来を担う子どもたちの豊かな学びを保障することは、社会の基盤づくりのために極め

て重要です。義務教育については、国が責任を果たすとの理念にたち、教育に地域間格差

が生じないよう、必要な財源を確保する義務教育費国庫負担制度の存続はもとより、措置

の対象の拡充をふくめた制度のさらなる充実が求められています。 

以上のような理由から、義務教育費国庫負担制度の充実を強く切望をするものです。 

以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（服部芙二夫議員） ただいま請願４件の趣旨説明が終わりましたので、これより

質疑に入ります。 

 まず、請願第１号について、ご質疑がございます方はご発言ください。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） ご質疑がございませんので、質疑を終結します。 

 次に、請願第２号について、ご質疑がございます方はご発言ください。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） ご質疑がございませんので、質疑を終結します。 

 次に、請願第３号について、ご質疑がございます方はご発言ください。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（服部芙二夫議員） ご質疑がございませんので、質疑を終結します。 

 次に、請願第４号について、ご質疑がございます方はご発言ください。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） ご質疑がございませんので、質疑を終結します。 

 続いて、討論を行います。 

 討論は一括討論とします。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（服部芙二夫議員） 討論者なしと認め、討論を終わります。 

 これより請願書の採決に入ります。 

 まず、請願第１号の採決を行います。 

 請願第１号、子どもの貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充を求める請

願書を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫議員） 起立全員です。よって、請願第１号は採択することに決定し

ました。 

次に、請願第２号の採決を行います。 

請願第２号、教職員の欠員を速やかに解消する施策の実行および教職員定数改善計画の

策定・実施と教育予算拡充を求める請願書を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫議員） 起立全員です。よって、請願第２号は採択することに決定し

ました。 

次に、請願第３号の採決を行います。 

請願第３号、防犯対策の充実を求める請願書を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫議員） 起立全員です。よって、請願第３号は採択することに決定し

ました。 

次に、請願第４号の採決を行います。 

請願第４号、義務教育費国庫負担制度の拡充を求める請願書を採択することに賛成の方

は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（服部芙二夫議員） 起立全員です。よって、請願第４号は採択することに決定し

ました。 

以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了しました。 

本日はこれにて散会といたします。 
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                            午前１０時５５分散会   

○議長（服部芙二夫議員） 議員の皆様方には慎重なご審議をありがとうございました。

また、三輪町長をはじめ執行部の方々には大変ご苦労様でした。 

 なお、一般質問日は９月１０日午前９時から再開されますので、ご出席を賜りますよう

お願い申し上げます。 


